
広報しょうばら 2007.04 ��

｢

庄
原
市
国
民
保
護
計
画｣

は
、
万

一
の
大
規
模
な
テ
ロ(

緊
急
対
処
事
態)

や
有
事

(

武
力
攻
撃
事
態)

が
発
生
し

た
場
合
に
、
庄
原
市
に
い
る
す
べ
て
の

人
を
保
護
す
る
た
め
の
も
の
で
、
平
成

16
年
９
月
に
施
行
さ
れ
た
国
民
保
護
法

や
そ
の
他
の
関
連
す
る
法
律
、
ジ
ュ
ネ
ー

ブ
条
約
な
ど
の
国
際
人
道
法
の
精
神
、

広
島
県
の
国
民
保
護
計
画
に
基
づ
い
て

策
定
し
て
い
ま
す
。
策
定
に
あ
た
っ
て

は
、
24
人
の
委
員
で
構
成
さ
れ
た
庄
原

市
国
民
保
護
協
議
会
に
諮
問
し
、
審
議

を
い
た
だ
き
、
広
島
県
知
事
の
同
意
を

得
ま
し
た
。

国
民
保
護
は
、
万
一
の
事
態
が
発
生

し
た
際
に
、
住
民
の
生
命
、
身
体
、
財

産
を
守
る
も
の
で
あ
り
、
戦
争
を
肯
定

す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
庄
原
市

は
、
恒
久
の
平
和
を
願
い
、
国
際
交
流

な
ど
を
通
じ
て
相
互
の
理
解
を
深
め
る

よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
万
一
の
事
態

が
発
生
し
た
と
き
の
こ
と
を
考
え
て
、

市
民
の
安
全
を
最
大
限
確
保
す
る
た
め
、

国
民
保
護
に
取
り
組
む
も
の
で
す
。

こ
の
計
画
が
実
際
に
使
わ
れ
る
よ
う

な
事
態
が
、
こ
れ
か
ら
も
決
し
て
な
い

こ
と
を
祈
り
ま
す
。

庄
原
市
国
民
保
護
計
画
の
概
要

第
１
編

総
論

基
本
方
針
、
市
の
特
徴
な
ど

第
２
編

平
素
か
ら
の
備
え
や
予
防

平
素
か
ら
の
組
織
・
体
制
の
整
備
、

訓
練
・
啓
発
な
ど

第
３
編

武
力
攻
撃
事
態
等
へ
の
対
処

初
動
体
制
、
対
策
本
部
設
置
、
警
報
・

避
難
指
示
の
伝
達
、
避
難
誘
導
、
安
否

情
報
な
ど

第
４
編

復
旧
等

応
急
の
復
旧
、
災
害
復
旧
、
費
用
支

弁
な
ど

第
５
編

緊
急
対
処
事
態
へ
の
対
処

※
計
画
の
全
文
は
、
庄
原
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ

(
h
ttp
://w

w
w
.c
ity.s

h
o
b
a
ra
.

h
iro
s
h
im
a
.jp
)

で
ご
覧
い
た
だ
け
ま

す
。
ま
た
、
総
務
課

お
よ
び
各
支
所
地
域

振
興
課
で
も
閲
覧
で

き
ま
す
。
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■法務局の統廃合に反対の申し入れをしました■
昨年12月15日､ 広島法務局民事行政部長から庄原市長に対し､ ｢広島法務局庄原支局が三次支

局に統合が予定されている｣ ことについて説明がありました｡ 統合は平成20年２月頃の予定です｡
これに対し､ 庄原支局が廃止されると､ 庄原市民に著しい不便をかけ､ 市民サービスの低下に
つながることから､ 庄原市長は反対の意向を伝えるとともに､ ２月６日には市議会議長と共に法
務省民事局を訪ね､ 法務大臣宛の申入れ書により､ 法務局の統廃合計画を撤回するよう強く申し
入れを行いました｡

法務局の統合に
反対する理由

①統廃合の理由として､ 登記申請事件数
15,000件未満､ 統合後の隣接庁舎までの
所要時間が概ね30分以内という閣議決定
に基づいた基準が示されていますが､ 平
成17年３月末で合併した本市は､ 面積
1,247平方キロメートルと広大なエリア
を有しており､ 市東部の東城支所管内か
らは約90分の所要時間となること｡

②現在､ 事業が進められている中国横断自動車道
｢尾道松江線｣､ 生活貯水池 ｢庄原ダム｣､ 地域高
規格道路 ｢江府三次道路｣ などに係る登記事務に
も影響が予想されること｡

③法務局は､ 不動産登記業務以外にも､ 商業法人登
記業務､ 戸籍業務､ 供託業務のほか､ 人権擁護委
員会の事務局が設置され､ 市民の人権擁護の役割
を担う重要な機関となっており､ 住民に身近で便
利な行政サービスの提供が必要であること｡

④公的機関の統廃合により､ 本市の都市機能の低下
に繋がること｡
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